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 承認第１号  

  

  

専決処分した福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の一部改正 

の報告及び承認について  

  

  

地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求める。  

  

令和７年２月３日提出  

  

福岡県後期高齢者医療広域連合  

広域連合長   月 形 祐 二  

  

理由  

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律」（令和５年法律第４８号。以下「改正法」という。）が公布され、

令和６年１２月２日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証（健康

保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。）を基本とする仕組みに移行する

こととされたため、改正法の施行日までに「福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広

域計画」を改正する必要が生じた。 

同計画の改正にあたっては、同様の改正を行う福岡県後期高齢者医療広域連合規約

との整合を図る必要があり、規約改正に係る県知事許可は令和６年１１月１５日に得

られたが、改正法の施行日（令和６年１２月２日）までに同計画の一部改正の議決を

得るにあたり、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、同計画の一部改正に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

令和６年１１月２７日付けで専決処分を行ったものである。 
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専決第１号  

 

 

専 決 処 分 書  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

下記のとおり専決処分する。  

 

 

 

記  

 

 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の一部改正について（別

紙）  

  

  

令和６年１１月２７日  

 

 

 

                       福岡県後期高齢者医療広域連合  

                         広域連合長   月 形 祐 二 
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福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の一部改正 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画（令和６年２月）の一部を次のよう

に改正する。 

 ４ 広域連合と市町村の事務分担（１）被保険者の資格管理に関する事務中「、被

保険者証」を「、資格確認書等」に改める。 
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福岡県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画（令和６年２月） 

新旧対照表  

新  旧  

  

１～３ （略）  

 

４ （略）  

 

（１）被保険者の資格管理に関する事務 

 

広域連合は、被保険者台帳による被保

険者情報の管理、被保険者資格の認定

（取得及び喪失の確認）、資格確認書等

の交付などを行います。 

市町村は、被保険者からの資格の取

得、喪失、異動などの受付、資格確認書

等の引渡しや返還の受付などを行いま

す。 

 

（２）～（５） （略） 

 

５ （略） 

１～３ （同左）  

 

４ （同左）  

 

（１）被保険者の資格管理に関する事務 

 

広域連合は、被保険者台帳による被保

険者情報の管理、被保険者資格の認定

（取得及び喪失の確認）、被保険者証の

交付などを行います。 

市町村は、被保険者からの資格の取

得、喪失、異動などの受付、被保険者証

の引渡しや返還の受付などを行います。 

 

 

（２）～（５） （同左） 

 

５ （同左） 

 


